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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です！  

～労働者を一人でも雇用する事業主は加入手続きを行う義務があります～ 

 

大阪労働局（局長 高橋 秀誠）では、１１月の「労働保険未手続
事業一掃強化期間」に効果的な広報活動及び集中的な手続指導を展開
します。 

 

実施事項 

●公的機関、各種団体などに対する広報についての協力依頼  

府・市区町村（６８）、事業主団体・関係機関（８５）及び労働保険事務組合（４２０）

の合計５７３機関、団体に対して、ホームページや広報誌への掲載並びに各施設内や掲示

板への未手続事業一掃広報用ポスターの掲示やリーフレット設置の協力を依頼しました。 

●未手続事業主に対する加入手続指導の実施  

労働保険未手続事業主に対して、個別訪問、郵便及び電話による制度の説明、必要書類

の送付などにより加入手続指導を行います。  

 

 

 

 

 

労働保険とは 

 

 

対象労働者は 

 

 

労働保険料は 

 

  

手続き相談は 

 

 

          

労働者に支払う賃金総額×保険料率(労災保険率+雇用保険率)となり、  

労災保険は全額事業主負担、雇用保険は事業主と労働者双方で負担となります。 

 

 

 

Press Release 

大阪労働局発表 

令和７年１０月３０日（木） 

 

【照会先】 

大阪労働局総務部労働保険適用・事務組合課 

電  話  06‐4790‐6354 

労災保険（仕事や通勤による傷病等）と雇用保険（失業・出産・介護による

休業、雇用関係助成金等）の総称です。  

 

正社員・パート・アルバイト等の名称にかかわらず一人でも一時間でも雇  

っていれば対象となります。※雇用保険は一定の条件を満たさなければ対象となりません。  

 

大阪労働局、所轄の労働基準監督署、ハローワークへご相談ください。 
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   大阪労働局 労働保険適用・事務組合課 ℡ 06-4790-6340

資料
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